
南　  風原町では、町内の施工業者を利用して個人住宅リフォームを行う際に、費用の一部補助を実施しています。
詳しい内容は町ホームページをご確認ください。

【問】 まちづくり振興課　☎889‒4412　
住宅リフォーム

　  

Pick up
【問】 生涯学習文化課　☎889-0568
公民館講座受講生募集中

❶南風原町に住民登録している方
❷リフォーム対象の住宅へ居住している方
❸町税等の滞納がない方

❶対象工事費が20万円以上
❷バリアフリー改修、省エネ改修、住宅の耐久性を向上さ
　せる改修
❸テレワーク推進改修工事

申請者所有の個人住宅
（建築後1年以上経過している必要あり）

▶対象となる住宅

▶対象となる工事

▶対 象 者 ❹令和6年2月16日（金）までに工事、支払い、町への実績
　報告が終了できるもの
※工事を行う業者は、町内に本社または営業所のある事
　業所（個人事業者も含む）が対象となります。
※交付決定後に工事着工するものが対象となります。
※既に着工済、完成済の工事については対象外となります。

対象工事の20％（上限20万円）
▶補 助 額

▶申 込 み
6月26日（月）～7月26日（水）
まちづくり振興課へ申込書を提出ください。
※応募多数となった場合には、抽選会を行います。
※申込書は町ホームページまたは、まちづくり振興課窓口まで

　路線バスが運休になった場合は、ごみ収集業務が停止となります。次回の指定収集日にごみを出しますようお願いします。
　なお、路線バスの運行開始時刻により、下記のとおりの対応となります。台風接近の強風時にごみを出すのはたいへん危
険です。なるべく次回の収集日に出していただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

台風時のごみ収集

収集業務を開始し、収集日となっている地域の収集を行います。
※資源化物については、飛散するおそれがあるため、収集は終日業務停止（草木類は除く）。

●午後に路線バスの運行が開始された場合 ごみの収集は終日業務停止となります。

●午前中に路線バスの運行が開始された場合

「整理収納勉強会」～お金と心の整理収納～
▶講　師　冝保繁子さん（相続の準備）
　　　　　弁護士・司法書士（相続について）

▶日　時　7月21日（金） 
▶時　間　14～16時　
▶場　所　文化センター

▶対　象　10名（町民）
▶料　金　無料（資料コピー代のみ実費）
▶締　切　7月14日（金）
▶お問合せ　080-2736-3554（冝保） その他、開催予定講座はHP

に随時公開します。
QRコードよりご覧ください。

￥

【問】 住民環境課　☎889-1797
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